
事 務 連 絡 
令 和 元 年 ８ 月 ５ 日 

 
 
 各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中 
 
 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

医 療 機 器 審 査 管 理 課 

 
 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第 114 条の

49 第１項第３号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令に基づく研修実施機関の

届出の受理について 
 

 
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第 114 条

の 49 第１項第３号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令第 14 条に基づき届出

のあった下記の団体について、研修実施機関としての届出を受理しましたので、お知らせ

します。 
 なお、継続研修の実施に当たり、各都道府県におかれては、協力方よろしくお願いしま

す。 
 

記 
 

特定非営利活動法人 Chankus フォーラム 
 
※研修実施場所等については、研修実施届（別添（写））を参照下さい。 
 
 
 
 
 
 
 




